
財団法人 京都市体育協会 友の会 「ダッシュ」 会則 
 

（名  称） 

第１条 

名称は，財団法人 京都市体育協会 友の会「ダ

ッシュ」（以下「友の会」という。）と称する。 

 

（管理・運営） 

第２条 

友の会の管理・運営は，財団法人 京都市体育

協会（以下「協会」という。）が行う。 

 

（事務局） 

第３条 

事務局は，京都市右京区西京極新明町１番地 

財団法人 京都市体育協会内に置く。   

 

（目  的） 

第４条 

友の会は，京都市民及び近隣地域住民のために，

広範なクラブサービスを提供し，市民スポーツの普

及・推進を図ることを目的とする。 

 

（会  員） 

第５条 

友の会は，友の会の目的に賛同するもので構成

する。 

 

（入会資格） 

第６条 

友の会に入会するものは，次の要件を備えていな

ければならない。 

（１） 友の会の目的に賛同するものであること。 

（２） 友の会の定める諸規定を遵守するものであるこ

と。 

（３） １６歳未満の場合，保護者の承諾を得ているも

のであること。 

 

（入会手続） 

第７条 

友の会に入会を希望するものは，所定の手続きに

従い申し込む。また，入会後，入会申込書記載事項

に変更が生じた場合は，速やかに届け出なければ

ならない。 

 

（会員特典） 

第８条 

友の会は，次の特典を設ける。 

（１） 会員には，会員証を発行する。 

（２） 会員には，協会発行の情報を提供する。 

（３） 会員は，協会が実施するスポーツ教室等に会

員料金で参加することができる。 

（４） その他，友の会の設立目的に合ったサービス

を行う。 

（退  会） 

第９条 

友の会から退会を希望するものは，事務局への申

し出により行う。また，退会後再入会する場合におい

ては，前条に従い入会手続を行わなければならな

い。 

 

（会  費） 

第１０条 

会費は次のものをいう。 

（１） 入会金 

（２） 年会費 

会費の金額については別に定める。 

 

（会費の不返還） 

第１１条 

一旦入金した会費は，特別の理由があり友の会が

認めない限り返還しない。 

 

（会費の滞納） 

第１２条 

会員が会費の納入を怠ったとき，友の会は会員を

退会させることができる。 

 

（細  則） 

第１３条 

本会則に定めない事項及び運営上必要な事項は，

協会によって別に定める。 

 

（会則の改正） 

第１４条 

本会則は，協会の決定によって随時改正すること

ができる。 

 

     附 則 

１ 本会則は，平成１６年４月１日から施行する 

２ 平成１７年２月改正 

 ３ 平成１８年４月改正 

 



京都市体育協会友の会｢ダッシュ！｣会員特典のご案内 
 

１．会員特典 

 

（１）スポーツ教室等に会員料金で参加することができます。(一部を除く) 

 

（２）スポーツ教室等に参加すると金額に応じたポイントがもらえます。(一部を除く) 

１００円で３ポイント進呈 

例えば５,０００円の教室の場合は１５０ポイントを進呈 

ポイントのご利用は教室などの参加料金から 1ポイント 1 円で還元いたします。(一部を除く) 

※ただし，１００ポイント単位での還元に限らせていただきます。なお，ポイントの有効期限はありません。 

 

（３）ダッシュ！ウエルネススタジオ ウエルラウンドをご利用の場合はご利用毎に２０ポイントを進呈します。利用すればするほどポイ

ントが貯まります。 

※1 ヶ月使用料金に対してのポイント進呈はございません。 

 

（４）協会発行の教室やイベント情報誌｢ダッシュ！｣をご登録住所に送付します。 
 

 

２．注意事項 

 

（１）会員証のご利用及びポイントは会員証に記載されているご本人様のみ有効とさせていただきます。 

 

（２）会員証をご利用される場合は，精算前やご利用の前にカードをご提示ください。精算後や会員証をお忘れの場合は会員価格

及びポイントの進呈ができない場合があります。 

 

（３）会員証の紛失や破損された場合は，カード再発行料として１００円頂戴いたします。その際，今までのポイントは無効となり新規

登録となる場合があります。 

 

（４）会員証を曲げたり汚したり磁気や高温に近づけないでください。破損する場合があります。 

 

 

[会員登録の変更及び退会等について] 

会員登録の内容(ご住所など)に変更が出た場合や紛失及び退会を希望される場合は，お手数ではございますがお問い合わせ

先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

   

＜お問い合わせ先＞ 

財団法人京都市体育協会友の会事務局 

 〒６１５－０８６４ 

 京都市右京区西京極新明町 1番地 京都市体育館内 

電 話：０７５－３１５―４５８１  Ｆ Ａ Ｘ：０７５－３１５―４５２１ 

E-mail：dash@kyoto-sports.or.jp（ご連絡の際は会員番号をお知らせください） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


